
 

 

５月の分会活動 

学校や分会の状況を考えて、できる事を

しましょう。 

１ 分会方針を作ろう 

 どんなことをしたいか、考えよう。 

２ 校長交渉（懇談）をしよう 

行動綱領を渡して話し合おう 

３ 職場の人に見える活動をしよう 

署名や宣伝物を配ろう 

えがお署名をお願いします 

会計から 

５月からの組合費を

確定しましたので、お

知らせ文書と、納入袋

を送付しましたが、何

か不明な点がありまし

たら連絡ください。 

 

 

今 後 の 日 程 

５月２３日（水）書記局会議 

  ２５日（金）東京中央動員（神保）  

２６日(土) 道教組代表者会議１０時半から（多田） 

     道教組障教部常任委員会１１時半から（中川） 

６月 ２日（土）道教組青年部総会（堂七） 

 ６日（水）書記局会議    １３日（水）書記局会議 

  １５日（金）札幌地区労連評議委員会１８時半から（多田） 

  １６～１７日政令都市交流会北九州（佐々木）  ２０日（水）書記局会議 

  ２３日（土）被災者支援子どもクラブ開拓の村遠足 

  ２７日（水）書記局会議 

３０日（土）道教組代表者会議  道民教初夏の学習会 

７月 ４日（水）書記局会議 

   ７日（土）合同支部会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

中学校の修学旅行割振り変更の様子 

 先日の書記局会議で、秋山副委員長から中学校の修学旅行の

割振り変更について話がありました。修学旅行引率期間の話

で、日曜日に出発して水曜日に帰校するパターンで、帰校後の

木・金休みで、もちろん土日休みで、月曜日から出勤になりま

す。ここまでは、今までと同じと思いますが、（これさえも保

障されてない学校もありましたが）更に、現在の計算方法でも、

まだ、超過勤務している１７時間４５分をその後４週間で割り

振る事ができるようになりました。 

休憩時間が無いのにあるようにカウントする点や、夜の 10

時から翌朝の５時までは勤務していない事になっている点な

ど問題点が、幾つかあります。 

 他県の政令都市では割振り期間を４週でなく８週にしてい

る所もあります。８週になると、長期休業日に重なり実効性が

あるものに更になりやすいです。 

 小学校も一日は確実に割振り変更することになります。更に超過勤務している３０分の割振り

がどうなるか札教委と交渉してみます。問題点もあるのですが、超過勤務を解消する前進だと思

います。 

超過勤務を把握しない不当な勤務実態調査について 

 ３月の退職者に続いて、今、実態調査が行われています。佐々木書

記長から報告がありました。今回は、予想される回答がアンケート方

式になっています。聞き取り調査する人数が多いため、時間軽減だと

思います。例えば、「①勤務時間にきちんと勤務していたか。」という

事で、「１」勤務していた「２」たぶん勤務していた「３」校長の指

示等で「４」勤務していなかった「５」たぶん勤務していなかった「６」

その他、のようになっています。「覚えていません」と言って「１」

か「２」になると思います。資料を見たい方は連絡ください。「授業中に調べるのはおかしい・超

過勤務の実態を調べないのはおかしい。」を伝えましょう。 
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道民教合研集会 

８月１・２日小樽にて 

全生研全国大会 

８月３～５日定山渓にて 


